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労災医員規程及び 労災保険審査専門調査員規程の 改正について ( 通知 )( 抄 ) 

労働者災害補償保険法及び 労働保険の保険料の 徴収等に関する 法律の一部を 改正する 
法律 ( 平成 1 2 年法律第 1 2 4 号 ) が平成 1 3 年 4 月 1 日から施行されることに 伴い、 「労 

災医員規程」 ( 平成 1 3 年厚生労働省 訓 第 3 6 号 ) 及び「労災保険審査専門調査員規程」 

( 平成 1 3 年厚生労働省 訓 第 5 3 号 ) の一部が平成 1 3 年 3 月 3 0 日付け厚生労働省 訓 

第 8 5 号及び平成 1 3 年 3 月 3 0 日付け厚生労働省 訓 第 1 0 2 号により、 別添 1 . 2 の 

とおり改正されたので、 遺漏なきよう 取り計らわれた い 。 
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拐り添 1  ) 

0 偉生 労働省 訓 第 8 5 号 

部 内 一 般 

労災医員規程の 一部を改正する 訓 = を次のように 定める。 

平成 1 3 年 3 月 3 0 日 

厚生労働大臣 坂ロ 力 

労災医員規程の 一部を改正する 訓令 

労災医員規程 ( 平成 1 3 年厚生労働省 訓 第 3 6 号 ) の一部を次のように 改正する。 

第 3 条第 4 項 中 「第 4 8 条」を「第 48 条 第 1 項 」に、 「同法の適用を 受ける事業の 行 

われる場所に 臨検し」を「適用事業の 事業場に立ち 入り」に、 「帳 簿書類」を「帳 簿書類 

その他の物件」に、 「第 4 9 条」を「第 4 9 条第 1 項」に改める。 

ト付 貝 Ⅱ 

この訓令は、 平成 1 3 年 4 月 1 日から施行する。 

( 偏在 : 川添 2 及び参考 2 ( 略 ) ) 
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0 労災医員規程 ぐ 平成 1 3 年厚生労働省 訓 第 3 6 号 ) 

改 王 案 現 行 

( 職務 ) ( 職務 ) 
第 3 条 ( 第 1 項から第 3 項まで 略 ) 第 3 条 ( 第 1 項から第 3 項まで 略 ) 

4  地方労災医員は、 都道府県労働局長又は 労働基準監督 4  地方労災医員は、 都道府県労働局長又は 労働基準監督 署長の指示を 受けて労働者災害補償保険法 4 8 1 署長の指示を 受けて労働者災害補償保険法第 4 8 条の規 

項の規定により 一 1 ぬ 用事業の事業場に 立ち入り、 関係者に 定 により同法の 適用を受ける 事業の行われる 場所に臨検 
対し質問し 、 若しくは帳 簿畜類その他の 物件を検査し、 互 、 関係者に対し 質問し 、 若しくは帳 簿書類を検査し、 
又は同法第 4 9 条第 1 項の規定により 物件を検査するこ スは 同法 篆 王立至の規定により 物件を検査することがで 
とができる。 きる。 



労災医員規程 ( 平成 1 3 年 1 月・ 6 日厚生労働省 訓 第 3 6 号 ) 
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( 設置 ) 

第 1 条 労働者災害補償保険法 ( 昭和 2 2 年法律第 5 0 号 ) の規定に よ る保険給付及び 労 

働 福祉事業並びに 労働基準法 ( 昭和 2 2 年法律第 4 9 号 ) の規定による 災害補償に係る 

事務のうち医学に 関する専門的知識を 要するものの 適正かっ迅速な 処理に資するため、 

厚生労働省労働基準局に 中央労災医員を、 都道府県労働局に 地方労災医員を 置く。 

( 委嘱 ) 

第 2 条 中央労災医員及び 地方労災医員 ( 以下「労災医員」という。 ) は、 業務上の事由 

又は通勤による 労働者の負傷、 疾病等に係る 診断、 治療等に関し 学識経験を有する 医師 

のうちから、 中央労災医員にあ っては厚生労働大臣が、 地方労災医員にあ っては都道府 

県労働局長がそれぞれ 委嘱する。 

( 職務 ) 

第 3 条 労災医員は、 労働者災害補償保険法の 規定に よ る保険給付及び 労働福祉事業並び 

に 労働基準法の 規定による災害補償に 係る事務のうち 医学に関する 専門的知識を 要する 

ものについて、 文章又は口頭で 意見を述べる。 

2  地方労災医員は、 前項の事務のうち 高度の医学に 関する専門的知識を 要する労働者の 

業務上の疾病の 認定等に関する 事務について 意見を述べる 場合には、 必要に応じ、 あ ら 

かじめ他の地方労災医員と 協議しなければならない。 

3  中央労災医員は、 第 1 項の指示の事務を 行うほか、 医学に関する 専門的知識を 有する 

ものに関し、 厚生労働省労働基準局長の 指示を受けて 関係職員の研修及び 地方労災医員 

との連絡等を 行う。 

4  地方労災医員は、 都道府県労働局長又は 労働基準監督署長の 指示を受けて 労働者災害 

補償保険法第 4 8 条 第 1 項の規定により 適用事業の事業場に 立ち入り、 関係者に対し 質 

間 し、 若しくは帳 簿書類その他の 物件を検査し、 又は同法第 4 9 条 第 1 項の規定により 

物件を検査することができる。 

( 任期等 ) 

第 4 条 労災医員の任期は、 2 年とする。 
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2  労災医員は、 非常勤とする。 

( 秘密を守る義務 ) 

第 5 条 労災医員及び 労災医員であ った者は、 国家公務員法 ( 昭和 2 2 年法律第 1 2 0 号 

) の定めるところにより、 その職務上知ることのできた 秘密を漏らしてはならない。 

( その他の事項 ) 

第 6 条 この規程に定めるもののほか、 中央労災医員に 関し必要な事項は 厚生労働省労働 

基準局長が、 地方労災医員に 関し必要な事項は、 厚生労働省大臣官房地方課長及び 厚生 

労働省労働基準局長が 定める。 

附 則 

この訓令は、 平成 1 3 年 4 月 1 日から施行する。 
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